
大津市介護保険料の徴収猶予又は減免にかかる取扱要領 

（趣旨） 

第１条 この取扱要領は、介護保険料の徴収猶予又は減免に関し、大津市介護保険条例（以下「条例」

という。）第２３条第１項第１号から第５号までの適用基準等を定める。 

（徴収猶予の基準） 

第２条 条例第２３条第１項第２号から第４号までの規定を適用して介護保険料の徴収猶予を行う場合

は、次のすべての要件に該当しなければならない。 

（１） 徴収猶予を受けようとする者の属する世帯の生計を主として維持する者の当該年中の収入（見

込額を含む）が、５００万円以下であること。 

（２） 徴収猶予を受けようとする者の属する世帯の生計を主として維持する者の当該年中の収入（見

込額を含む）が、その者の前年中の収入の３分の２以下であること。 

２ 前項の収入とはすべての収入をいい、非課税収入及び生命保険金等を含む。 

３ 第１項の収入が事業収入又は不動産収入等である場合は、それぞれの所得を収入と読み替える。 

（徴収猶予の方法） 

第３条 介護保険料の徴収猶予を行う場合において、その者の介護保険料の納付方法が特別徴収である

ときは、特別徴収を停止して普通徴収に変更する。 

２ 徴収猶予を決定した普通徴収の介護保険料は、１年以内の期間を限って分割納付の取扱いとするこ

とができる。 

（徴収猶予の申請方法） 

第４条 介護保険料の徴収猶予を受けようとする者は、徴収猶予を必要とする理由を記した申請書を市

長あて提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請があったときは、徴収猶予を必要とする理由を証明する書類の添付を求めるこ

とができる。 

（災害等による減免の場合の基準等） 

第４条の２ 条例第２４条第１項において適用する条例第２３条第１項第１号の規定により介護保険料

の減免を行う場合は、以下の取扱いとする。 

（１） 保険料を減免することができる期間は、災害等が発生した日の属する月から１年以内とする。 

（２） 保険料の減免の内容は、前号の期間について、災害等による被害の状況を勘案し、次のとおり

とする。 

ア 全壊、全焼の場合  全額免除 

イ 大規模半壊、半壊、半焼、床上浸水の場合  ２分の１免除 



（減免の基準１） 

第５条 条例第２４条第１項において適用する条例第２３条第１項第２号から第４号までの規定により

介護保険料の減免を行う場合は、次のすべての要件に該当しなければならない。 

（１） 減免を受けようとする者の属する世帯の生計を主として維持する者の当該年中の収入（見込額

を含む）が、３５０万円以下であること。 

（２） 減免を受けようとする者の属する世帯の生計を主として維持する者の当該年中の収入（見込額

を含む）が、その者の前年中の収入の２分の１以下であること。ただし、前年中の収入に臨時的な収

入（譲渡所得等）が含まれている場合は、この部分を除いて前年中の収入を算定する。 

（３） 減免を受けようとする者が、その世帯の生計を主として維持する者以外である場合は、その世

帯全員の当該年中の収入（見込額を含む）が、その世帯全員の前年中の収入の３分の２以下であるこ

と。ただし、前年中の収入に臨時的な収入（譲渡所得等）が含まれている場合は、この部分を除いて

前年中の収入を算定する。 

（４） 減免を受けようとする者、及びその者の属する世帯の生計を主として維持する者が、いずれも

自己の居住用以外の不動産を所有していないこと。 

（５） 減免を受けようとする者、及びその者の属する世帯の生計を主として維持する者が、いずれも

１００万円を超える預貯金及び有価証券を保有していないこと。 

（６） 減免を受けようとする者が、税法上、その者の属する世帯以外の者に扶養されていないこと。 

２ 前項第１号から第３号までに規定する収入とはすべての収入をいい、非課税収入及び生命保険金等

を含む。 

３ 第１項の収入が事業収入又は不動産収入等である場合は、それぞれの所得を収入と読み替える。 

（減免の基準２） 

第６条 条例第２４条第１項において適用する条例第２３条第１項第５号により、介護保険料を減免す

ることができる場合は、次のとおりとする。 

（１） 被保険者が、刑事施設等に拘禁された場合 

（２） 被保険者が、住民登録を抹消せずに出国した場合 

（減免の方法） 

第７条 第５条の減免の基準を適用して行う介護保険料の減免は、その年度の保険料段階の変更をもっ

て行う。 

（減免の内容１） 

第８条 条例第２４条第１項において適用する条例第２３条第１項第２号から第４号までの規定により

行う介護保険料の減免の内容は、次のとおりとする。 



（１） 所得段階第４段階の区分以上にある者  保険料段階を２段階引下げ、決定済保険料との差額

を免除する。 

（２） 所得段階第３段階及び第２段階の区分にある者  保険料段階を第１段階の区分とし、決定済

保険料との差額を免除する。 

（減免の内容２） 

第９条 条例第２４条第１項において適用する条例第２３条第１項第５号の規定により行う介護保険料

の減免の内容は、次のとおりとする。 

（１） 第６条第１号の場合  収監等された日の属する月から退所した日の属する月の前月までの保

険料を免除する。 

（２） 第６条第２号の場合  出国日の属する月から入国日の属する月の前月までの保険料を免除す

る。 

（減免申請の方法） 

第 10 条 介護保険料の減免を受けようとする者は、申請書に減免を必要とする理由を記し、次の各号の

区分に応じてその理由を証明する書類を添付して市長あて提出しなければならない。 

（１） 条例第２４条第１項において適用する条例第２３条第１項第１号により減免を受ける場合  

罹災証明書等 

（２） 条例第２４条第１項において適用する条例第２３条第１項第２号から第４号までの規定により

減免を受ける場合  診断書、離職証明書等事由を証する書面、減免を受けようとする者及びその者

の属する世帯の生計を主として維持する者の前年及び当該年中の収入等（見込額を含む）の申告書、

及び預貯金の通帳等の写し、並びに不動産及び有価証券の保有状況の申告書 

（３） 第６条第１号の場合  在所証明書等 

（４） 第６条第２号の場合  旅券の写し又は出入国証明書 

 

（減免にかかる特例措置） 

第 11 条 条例第２４条第１項において適用する条例第２３条第１項第３号の規定により介護保険料の

減免を行う場合（ただし、失業を原因とする場合に限る）において、減免を受けようとする者の属す

る世帯の生計を主として維持する者が非自発的失業に該当する場合は、当分の間、第５条の規定にか

かわらず第８条の減免の内容を適用することができる。この場合、非自発的失業とは、被用者であっ

た者が自己都合によらず離職したことをいう。 

 

 



 附 則 

（施行期日） 

第１条 この要領は、平成２７年６月１日から施行する。 

（大津市介護保険料の減免にかかる取扱要領等の廃止） 

第２条 次に掲げる取扱要領は廃止する。 

（１） 大津市介護保険料の減免にかかる取扱要領（平成２１年４月１日施行） 

（２） 大津市介護保険料の徴収猶予又は減免にかかる取扱要領（平成２１年１１月１日施行） 

（３） 大津市介護保険料の徴収猶予又は減免にかかる取扱要領（平成２２年４月２０日施行） 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この要領は、平成３０年６月１日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 平成２９年度以前の年度分の減免については、なお従前の例による。 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この要領は、令和２年６月１日から施行し、改正後の規定は、令和２年２月１日から適用する。 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この要領は、令和２年８月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この要領は、令和３年６月１日から施行し、改正後の規定は、同年４月１日から適用する。 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この要領は、令和４年６月１日から施行し、改正後の規定は、同年４月１日から適用する。 

 

 



附 則 

（施行期日） 

第１条 この要領は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 令和４年度以前の年度分の減免については、なお従前の例による。 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この要領は、令和８年４月１日から施行する。 

（令和８年度の保険料にかかる減額の特例） 

第２条 条例第２４条第１項の規定にかかわらず、市長は、令和７年度分の地方税法の規定による市町 

村民税が課されていない第１号被保険者又はその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員について、介 

護保険法施行令附則第２４条及び第２５条の規定の適用を受ける者のうち、次項で定める者の保険料 

を同年度分の地方税法による市町村民税が課税されていない者として算定する保険料額まで減免する 

ことができる。 

２ 前項の規定により減免できる者は、令和７年度税制改正（令和６年１２月２７日閣議決定）による 

地方税の給与所得控除の最低保証額引上げの決定を受けて、令和８年度も引き続き地方税法による市 

町村民税が非課税となるよう、非課税の基準から控除の引上げ分の範囲の就労調整を行った者とする。 

 


